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宅建業とは① 【H27-26】

　次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）
の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
（ア） 　都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の

用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当す
る。

（イ） 　社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する
サービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合
は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

（ウ） 　都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されてい
るものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。

（エ） 　賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の
依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引
業の免許を必要としない。

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　四つ

1



3

宅建業とは② 【H19-32】

　宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する
次の記述のうち、正しいものはどれか。
1．Ａが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者に
販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Ａは免許を受ける
必要はない。

2．Ｂが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主
の募集及び契約をＣに、当該マンションの管理業務をＤに委託する場合、
Ｃは免許を受ける必要があるが、ＢとＤは免許を受ける必要はない。

3．破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建
物の売却を反復継続して行い、その媒介をＥに依頼する場合、Ｅは免許を
受ける必要はない。

4．不特定多数の者に対し、建設業者Ｆが、建物の建設工事を請け負うこと
を前提に、当該建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせ
んする場合、Ｆは免許を受ける必要はない。

〈こんな選択肢も出たことがある〉
①　Ｄが共有会員制のリゾートクラブ会員権（宿泊施設等のリゾート施設
の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの）の売買の媒介を不特定
多数の者に反復継続して行う場合、Ｄは免許を受ける必要はない。
②　信託会社Ａは、国土交通大臣に対し事務所を設置して宅地建物取引業
を営む旨の届出をした後、営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協
会への加入をせず宅地建物取引業の業務を開始した（このことは宅建業
法に違反しない）。
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業者名簿・廃業の届出 【H16-32】

　次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはど
れか。
1．宅地建物取引業者個人Ａ（甲県知事免許）が死亡した場合、Ａの相続人
は、Ａの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければな
らない。

2．宅地建物取引業者Ｂ社（乙県知事免許）の政令で定める使用人Ｃが本籍
地を変更した場合、Ｂ社は、その旨を乙県知事に届け出る必要はない。

3．宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、
有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。

4．宅地建物取引業者Ｄ社（丙県知事免許）の監査役の氏名について変更が
あった場合、Ｄ社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければなら
ない。
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宅建業免許の欠格事由① 【H18-30】

　宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1．Ａ社の取締役が、刑法第211条（業務上過失致死傷等）の罪を犯し、懲
役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了
の日から5年を経過していない場合、Ａ社は免許を受けることができな
い。

2．Ｂ社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り
消されたが、Ｂ社の取締役Ｃは、当該取消に係る聴聞の期日及び公示の日
の30日前にＢ社の取締役を退任した。Ｂ社の免許取消の日から5年を経過
していない場合、Ｃは免許を受けることができない。

3．Ｄ社の取締役が、刑法第159条（私文書偽造）の罪を犯し、地方裁判所
で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴
して現在裁判が係属中である。この場合、Ｄ社は免許を受けることができ
ない。

4．Ｅ社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示
されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なくして宅地建物
取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していな
い場合、Ｅ社は免許を受けることができない。

〈こんな選択肢も出たことがある〉
宅地建物取引業者が廃業届を提出し、免許の効力を失った場合であって
も、その者は廃業前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内
においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
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宅建業免許の欠格事由② 【H20-31】

　宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する
次の記述のうち、正しいものはどれか。
1．宅地建物取引業者Ａ社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年
の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予
期間中であれば、その就任をもって、Ａ社の免許が取り消されることはな
い。

2．宅地建物取引業者Ｂ社に、かつて破産宣告を受け、既に復権を得ている
者が役員として就任する場合、その就任をもって、Ｂ社の免許が取り消さ
れることはない。

3．免許を受けようとするＣ社に、刑法第206条（現場助勢）の罪により科
料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過
しなければ、Ｃ社は免許を受けることができない。

4．免許を受けようとするＤ社に、刑法第204条（傷害）の罪により懲役1
年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる
場合、その満了の日から5年を経過しなければ、Ｄ社は免許を受けること
ができない。
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事務所と案内所 【H20-42】

　次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれ
か。
1．宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場
で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、
当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しな
ければならない。

2．宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備
え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならな
い。

3．宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所
の 従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の 従業者名簿を備えな
ければならない。

4．宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯
させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補
助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい。

6

〈こんな選択肢も出たことがある〉
宅建業者Ａ（甲県知事免許）は、20区画の一団の宅地分譲に際し、見学
者の案内のみを行う現地案内所を設置したが、当該案内所について知事に
届出をしなかった。このことは宅建業法に違反しない。
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宅地建物取引士① 【H19-31改】

　宅地建物取引士資格登録（以下この問において「登録」という。）及び宅
地建物取引士証（以下この問において「取引士証」という。）に関する次の
記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1．甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Ａの事務所
の業務に従事する者が、乙県に所在するＡの事務所の業務に従事すること
となったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録
の移転の申請をしなければならない。

2．登録を受けている者で取引士証の交付を受けていない者が重要事項説明
を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分
を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けること
ができない。

3．丙県知事から取引士証の交付を受けている取引士が、取引士証の有効期
間の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、その申請前6月以
内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。

4．丁県知事から取引士証の交付を受けている取引士が、取引士証の亡失に
よりその再交付を受けた後において、亡失した取引士証を発見したとき
は、速やかに、再交付された取引士証をその交付を受けた丁県知事に返納
しなければならない。

7

※ 　本試験では「取引士」という用語が使われるが、「スッキリ宅建士シリーズ」では、「宅建士」
の用語を統一して用いる。
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宅地建物取引士② 【H23-29】

　取引士の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれ
ば、正しいものはどれか。
1．不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人に
おいて役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を
経過しなければ、登録を受けることができない。

2．取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消
除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新
たな登録を受けることができない。

3．宅地建物取引業者（甲県知事免許）に勤務する取引士（甲県知事登録）
が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者（乙県知事免許）に
勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければなら
ない。

4．宅地建物取引業者（甲県知事免許）に勤務する取引士（甲県知事登録）
が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付
の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士
証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を
交付しなければならない。

〈こんな選択肢も出たことがある〉
①　宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に取引士証の交付
を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を
受講する必要はない。
②　甲県知事の取引士資格登録を受けているＡが、事務の禁止の処分を受
け、その禁止の期間が満了していないときは、Ａは取引士としてすべき
事務を行うことはできないが、Ａは乙県知事に対して、甲県知事を経由
して登録の移転の申請をすることができる。

8
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宅地建物取引士③ 【H25-44】

　宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録（以下この問におい
て「登録」という。）、取引士及び宅地建物取引士証に関する次の記述のう
ち、正しいものはいくつあるか。
ア　登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申
請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録し
ている都道府県知事に行われなければならない。

イ　宅地建物取引士証の交付を受けようとする者（宅地建物取引士資格試
験合格日から１年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。）は、都道
府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講
しなければならない。

ウ　宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印
及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、
専任の取引士でなければ行ってはならない。

エ　取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付
を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しな
かったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

1．一つ
２．二つ
３．三つ
４．なし
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営業保証金① 【H20-34】

　宅地建物取引業者Ａ（甲県知事免許）は、甲県内に本店Ｘと支店Ｙを設置
して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供
託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地
建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Ｘと支店Ｙ
とでは、最寄りの供託所を異にする。
1．Ａが新たに支店Ｚを甲県内に設置したときは、本店Ｘの最寄りの供託所
に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Ｚでの事業を開始する
ことができる。

2．Ａが、Ｙを本店とし、Ｘを支店としたときは、Ａは、金銭の部分に限
り、Ｙの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができ
る。

3．Ａは、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託
している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、
甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。

4．Ａは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足
することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以
内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。

〈こんな選択肢も出たことがある〉
宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じ
た場合、不足が生じた日から２週間以内に、その不足額を供託しなければ
ならない。

10
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営業保証金② 【H22-31】

　宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業
法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、「還
付請求権者」とは、同法第27条第1項の規定に基づき、営業保証金の還付を
請求する権利を有する者をいう。
1．宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特
に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻す
ことができる場合がある。

2．宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す
場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻
すことができる。

3．宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の
額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に
申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その
超過額を取り戻すことができる。

4．宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者保証協会の社員となった後にお
いて、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請
求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができ
る。

11

〈こんな選択肢も出たことがある〉
①　宅建業者A社（営業保証金を供託している）は、営業保証金を取りも
どすことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、還付請
求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。
②　宅建業者Ａは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しを
するための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出な
ければならない。
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保証協会① 【H25-39】

　宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に
関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはど
れか。
1．保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情
について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の
結果を社員に周知させなければならない。

2．保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受け
た国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

3．保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社
員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をそ
の主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければなら
ない。

4．宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日か
ら２週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなら
ない。

〈こんな選択肢も出たことがある〉
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有
する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の
範囲内で、弁済を受ける権利を有する。

12
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保証協会② 【H22-43】

　宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に
関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1．宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者
と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関
し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。

2．保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引を
した者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁
済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるととも
に、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。

3．保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その
通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保
証協会に納付しなければならない。

4．保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとす
るときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国
土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

〈こんな選択肢も出たことがある〉
宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会
に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、
保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければ
ならない。
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保証協会③ 【H20-44】

　宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）又
はその社員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1．300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の
社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により
生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁
済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

2．保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社
員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主
たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならな
い。

3．保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべ
き旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通
知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、
当該保証協会の社員の地位を失う。

4．宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位
を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託
所に供託しなければならない。
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業務に関する禁止事項 【H23-41】

　宅地建物取引業者Ａ社が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引
業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア　Ａ社は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わ
せていなかったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引
した。

イ　Ａ社は、建物の販売に際して、短時間であったが、私生活の平穏を害
するような方法により電話勧誘を行い、相手方を困惑させた。

ウ　Ａ社は、建物の販売に際して、売買契約の締結後、買主から手付放棄
による契約解除の申出を受けたが、正当な理由なく、これを拒んだ。

エ　Ａ社は、建物の売買の媒介に際して、売買契約の締結後、買主に対し
て不当に高額の報酬を要求したが、買主がこれを拒んだため、その要求
を取り下げた。

1．一つ
2．二つ
3．三つ
4．四つ

〈こんな選択肢も出たことがある〉
①　宅建業者Ａ社は、その相手方等に対して契約の目的物である宅地又は
建物の将来の環境等について誤解させるべき断定的判断を提供すること
は禁止されているが、過失によって当該断定的判断を提供してしまった
場合でも免責されない。
②　宅地建物取引業者の従業者である取引士は、本人の同意がある場合を
除き、正当な理由がある場合でも、宅地建物取引業の業務を補助したこ
とについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
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広告に関する規制 【H20-32】

　次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれ
か。
1．新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に
係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中で
ある旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができ
る。

2．宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前
においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法
に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、
当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはな
らない。

3．宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告
をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて
取引態様の別を明らかにする必要はない。

4．宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違
する表示をした場合、監督処分の対象となるほか6月以下の懲役又は100
万円以下の罰金に処せられることがある。
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媒介契約・指定流通機構 【H19-39】

　宅地建物取引業者Ａは、ＢからＢ所有の宅地の売却について媒介の依頼を
受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問
において「法」という。）の規定によれば、誤っているものはどれか。
1．Ａは、Ｂとの間に媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣
が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の
2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。

2．Ａは、Ｂとの間で媒介契約を締結し、Ｂに対して当該宅地を売却すべき
価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにし
なければならない。

3．Ａは、Ｂとの間に専属専任媒介契約を締結したときは、当該契約の締結
の日から5日以内（休業日を除く。）に、所定の事項を当該宅地の所在地
を含む地域を対象として登録業務を現に行っている指定流通機構に登録し
なければならない。

4．Ａは、Ｂとの間で有効期間を2か月とする専任媒介契約を締結する際、
「Ｂが媒介契約を更新する旨を申し出ない場合は、有効期間満了により自
動更新するものとする」旨の特約を定めることができる。

〈こんな選択肢も出たことがある〉
宅建業者Ａが、Ｂから宅地の売買を依頼された。Ａは、Ｂとの間で専任
媒介契約を締結したときは、取引士に法第34条の2第1項の規定に基づき
交付すべき書面の記載内容を確認させた上で、当該取引士をして記名押印
させなければならない。
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媒介報酬；売買① 【H21-41改】

　宅地建物取引業者Ａ（消費税課税事業者）が売主Ｂ（消費税課税事業者）
からＢ所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Ｃとの間で売買契約を成
立させた場合、ＡがＢから受領できる報酬の上限額は、次のうちどれか。な
お、土地付建物の代金は6,360万円（うち、土地代金は4,200万円）で、消費
税額及び地方消費税額を含むものとする。
1．1,908,000円
2．1,972,800円
3．2,073,600円
4．2,125,440円
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媒介報酬；賃貸 【H20-43】

　宅地建物取引業者Ａ及び宅地建物取引業者Ｂ（共に消費税課税事業者）が
受領する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、借賃に
は、消費税相当額を含まないものとする。
1．Ａが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Ａが依頼者の一方か
ら受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時
までに承諾を得ている場合には、借賃の1.08か月分である。

2．Ａが単独で行う事業用建物の貸借の媒介に関して、Ａが依頼者の双方か
ら受ける報酬の合計額が借賃の1.08か月分以内であれば、Ａは依頼者の双
方からどのような割合で報酬を受けてもよい。

3．Ａが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受
け、1か月の借賃25万円（消費税額及び地方消費税額を含む。）、権利金
324万円（権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費
税額及び地方消費税額を含む。）の契約を成立させた場合、Ａは依頼者の
双方から合計で31万円の報酬を受けることができる。

4．Ａは売主から代理の依頼を、Ｂは買主から媒介の依頼を、それぞれ受け
て、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Ａは売主から272
万1,600円、Ｂは買主から136万800円の報酬をそれぞれ受けることができ
る。

〈こんな選択肢も出たことがある〉
宅建業者Ａ（消費税課税事業者）は、Ｂ所有の建物について、Ｂ及びＣ
から媒介の依頼を受け、Ｂを貸主、Ｃを借主とする定期借家契約を成立さ
せた。建物が店舗用である場合、ＡがＣから受け取ることができる報酬の
限度額は、151,200円である。
なお、1カ月分の借賃は13万円、保証金（Ｃの退去時にＣに全額返還さ
れるものとする。）は300万円とする。
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媒介報酬；売買② 【オリジナル】

　宅地建物取引業者（消費税免税事業者）Ａが、宅地建物取引業に関して報
酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反
するものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この場合の取引の関
係者は、Ａ、Ｂ及びＣのみとする。
ア　Ａは、ＢからＢ所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Ｃを買
主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。その際、Ｂから報酬
として、207万3,600円を受領した。

イ　Ａは、ＢからＢ所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Ｃを買
主として代金300万円で売買契約を成立させた。その際、Ｂから報酬と
して15万円を受領した。

ウ　Ａは、ＢからＢ所有の宅地建物の媒介の依頼を受け、Ｃを買主として
売買契約を成立させた。その際、Ｂから報酬200万円を受領した。なお
当該土地建物の代金は6,360万円（うち土地代金は4,200万円）で消費税
額及び地方消費税相当額を含むものとする。

1．ア、イ
2．ア、ウ
3．イ、ウ
4．ア、イ、ウ
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重要事項説明；売買 【H22-36】

　宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を取引士が行う場合に
おける次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。
1．中古マンションの売買の媒介において、当該マンションに係る維持修繕
積立金については説明したが、管理組合が保管している維持修繕の実施状
況についての記録の内容については説明しなかった。

2．自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時点で瑕
か

疵
し

担保責任の履行に関する責任保険の契約を締結する予定であることは説明
したが、当該責任保険の概要については説明しなかった。

3．宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防
止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあること
は説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければなら
ないことについては説明しなかった。

4．建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については
説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。

〈こんな選択肢も出たことがある〉
（宅建業者Ａが、売主Ｂ、買主Ｃとする建物の売買の媒介をした）Ａは、
売買契約が成立するまでの間に、代金に関する融資のあっせんについて融
資条件を説明したが、その融資が成立しないときの措置についてはＣに説
明しなかった。このことは、宅建業法の規定に違反しない。
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重要事項説明；貸借① 【H22-35】

　宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を取引士が行う場合に
おける次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1．建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率
に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の
貸借の媒介の場合は説明する必要はない。

2．宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止
対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域
内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の
場合は説明する必要はない。

3．建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5
条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を
説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はな
い。

4．宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければ
ならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。

〈こんな選択肢も出たことがある〉
宅建業者が建物の貸借の媒介を行う場合、法35条の規定による重要事項
として「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」につい
て説明しなければならない。
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重要事項説明；貸借② 【H27-31】

　宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明
を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するも
のはいくつあるか。
（ア） 　宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居

専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線
制限があるときに、その概要を説明しなかった。

（イ） 　建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により
造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく
建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府
県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなか
った。

（ウ） 　建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内に
あり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限がある
ときに、その概要を説明しなかった。

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　なし
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重要事項説明；売買・貸借 【Ｈ24-30】

　宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の
説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1．建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関
する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要
はない。

2．建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水
のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備
についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。

3．建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の
調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければなら
ないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。

4．昭和55年に竣工した建物の売買を行う場合、当該建物について耐震診断
を実施した上で、その内容を説明しなければならない。
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重要事項説明；区分所有建物 【H20-37】
　宅地建物取引業者Ａが、マンションの分譲に際して行う宅地建物取引業法
第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいもの
はどれか。
1．当該マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す
旨の規約の定めがある場合、Ａは、その内容だけでなく、その使用者の氏
名及び住所について説明しなければならない。

2．建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関す
る規約がまだ案の段階である場合、Ａは、規約の設定を待ってから、その
内容を説明しなければならない。

3．当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨
の規約の定めがある場合、Ａは、その内容を説明すれば足り、既に積み立
てられている額については説明する必要はない。

4．当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にの
み減免する旨の規約の定めがある場合、Ａは、買主が当該減免対象者であ
るか否かにかかわらず、その内容を説明しなければならない。

〈こんな選択肢も出たことがある〉
宅建業者が自ら売主としてマンションの分譲を行う場合、法35条の規定
による重要事項として、「管理組合の総会の議決権に関する事項」を、管
理規約を添付して説明しなければならない。
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37条書面 【H18-37】

　宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第37
条に規定する書面に必ず記載しなければならないとされている事項の組合せ
として、正しいものはどれか。
　ア 　当該建物の瑕

か

疵
し

を担保すべき責任についての定めがあるときは、その
内容

　イ　損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
　ウ 　天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、そ

の内容
1．ア、イ
2．ア、ウ
3．イ、ウ
4．ア、イ、ウ

〈こんな選択肢も出たことがある〉
宅建業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒
介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合で
も、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。
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クーリング・オフ 【H25-34】

　宅地建物取引業者Ａ社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Ｂ
との間で締結した宅地の売買契約について、Ｂが宅地建物取引業法第37条
の２の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場
合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
1．Ｂは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結し
た。Ｂが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、Ａ社は、既に支払われて
いる手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。

2．Ｂは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際に
クーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。Ｂは、翌週
の火曜日までであれば、契約の解除をすることができる。

3．Ｂは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考
え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー（Ａ社より当該
宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。）の事務所にお
いて買受けの申込みをし、Ａ社と売買契約を締結した。その際、クーリン
グ・オフについてＢは書面で告げられた。その６日後、Ｂが契約の解除の
書面をＡ社に発送した場合、Ｂは売買契約を解除することができる。

4．Ｂは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの
申込みをし、２日後、Ａ社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払
った。その５日後、Ｂが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を
送付した場合、Ａ社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除
を拒むことができる。

〈こんな選択肢も出たことがある〉
買主Ｂは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にＡからクーリン
グ・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Ｂは、当
該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができ
ない。
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瑕疵担保責任 【H21-38】

　宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Ｂ
との間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以
下この問において「法」という。）及び民法の規定によれば、誤っているも
のの組合せはどれか。
ア　ＡがＢとの間で締結した中古住宅の売買契約において、当該住宅を現
状有姿で引き渡すとする特約と、Ａが瑕疵担保責任を負わないこととす
る特約とを定めた場合、その特約はいずれも有効である。

イ　Ａは、Ｂとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に
基づく重要事項として当該建物の瑕疵の存在について説明し、売買契約
においてＡは当該瑕疵について担保責任を負わないとする特約を定めた
場合、その特約は有効である。

ウ　ＡがＢとの間で締結した建物の売買契約において、Ａは瑕疵担保責任
を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Ａが
瑕疵担保責任を負う期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。

1．ア、イ
2．ア、ウ
3．イ、ウ
4．ア、イ、ウ

〈こんな選択肢も出たことがある〉
宅建業者Ａが、自ら売主として、宅建業者でないＢと建物の売買契約を
締結する場合、瑕疵担保責任を負うべき期間として、引渡しの日から2年
で、かつ、Ｂが瑕疵を発見した時から30日以内とする特約を定めることが
できる。
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手付金の保全 【Ｈ24-34】

　宅地建物取引業者Ａ社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Ｂ
との間で、中古マンション（代金2,000万円）の売買契約（以下「本件売買
契約」という。）を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円
（以下「本件手付金」という。）を受領した。この場合におけるＡ社の行為に
関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」とい
う。）の規定に違反するものはいくつあるか。
ア）引渡前に、Ａ社は、代金に充当される中間金として100万円をＢから受
領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の２に定める保
全措置を講じた。

イ）本件売買契約締結前に、Ａ社は、Ｂから申込証拠金として10万円を受領
した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、
Ａ社は、法第41条の２に定める保全措置を講じた後、Ｂから本件手付金を
受領した。

ウ）Ａ社は、本件手付金の一部について、Ｂに貸付けを行い、本件売買契約
の締結を誘引した。

1．一つ
2．二つ
3．三つ
4．なし
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監督処分 【H22-44】

　宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正し
いものはどれか。
1．国土交通大臣は、宅地建物取引業者Ａ（甲県知事免許）に対し、宅地建
物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞な
く、その旨を甲県知事に通知しなければならない。

2．甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引士に対し、甲県の区域内
において取引士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として
指示処分をしようとするきは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければな
らない。

3．宅地建物取引業者Ａ（甲県知事免許）が、乙県の区域内における業務に
関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取
引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。

4．甲県知事は、宅地建物取引業者Ｂ（国土交通大臣免許）に対し、甲県の区
域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指
示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。

〈こんな選択肢も出たことがある〉
① 　宅建業者Ａ（甲県知事免許）に対する監督処分に関する次の記述
は、正しいか誤っているか。
「Ａが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その
指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交
通大臣は、Ａの免許を取り消すことはできない」
② 　国土交通大臣は、宅地建物取引業者Ｃ社（国土交通大臣免許）が宅
地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを
理由に、Ｃ社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじ
め、内閣総理大臣に協議しなければならない。
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瑕疵担保履行法 【H22-45】

　特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕
か

疵
し

担保保証金の供託又は住宅販売瑕
か

疵
し

担保責任保険の締結（以下この問におい
て「資力確保措置」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1．宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との
間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引渡す場合、資力確保措置
を講ずる義務を負う。

2．自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕
か

疵
し

担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主に対して供託
所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、新築住宅を引き渡
すまでに行えばよい。

3．宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでな
く、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる
義務を負う。

4．自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅
地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置につい
て、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければな
らない。
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